
届

出

書

公

職

選

挙

法

第

百

九

十

七

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

報

酬

を

支

給

す

る

者
を

次

の
と

お

り

届

け

出

ま
す

。

何
年
何
月
何
日

何

選

挙

候

補

者

氏

名

印

（

参

議

院

名

簿

届

出

政

党

等

の

名

称

）

何

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

（

中

央

選

挙

管

理

会

委

員

長

）

記

備

考

一

「

使

用
す

る

者

の

別

」

の

欄

に

は

、

選

挙

運

動

の

た

め

に

使

用
す

る

事

務

員

に

あ

つ

て

は

「

事

務

員

」
と

、

専

ら

公

職

選

挙

法

第

百

四

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

選

挙

運

動

の

た

め

に

使

用

さ
れ

る

自

動

車

又

は

船

舶

の

上

に

お

け

る

選

挙

運

動

の

た

め

に

使

用
す

る

者

に

あ

つ
て

は

「

車

上

運

動

員

」
と

、

専

ら

手

話

通

訳

の

た

め

に

使

用

す

る

者

に

あ

つ

て

は

「

手

話

通

訳

者

」

と

、

専

ら

要

約

筆

記

（

同

法

第

百

九

十

七

条

の

二

第

二

項

に

規

定
す

る

要

約

筆

記
を

い

う

。
）
の

た

め

に

使

用
す

る

者

に

あ

つ
て

は

「

要

約

筆

記

者

」
と

記

載
す

る

も

の

と

す

る

。

二

公

職

選

挙

法

第

百

五

十

条

第

一

項

第

二

号

イ

又

は

ロ

に

掲

げ

る

者

が

同

条

第

二

項

の

政

見

の

放

送

の

た

め

の

録

画
を

す

る

場

合

に

お

い
て

、

そ

の

者

が

同

法

第

百

九

十

七

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

専

ら

手

話

通

訳

の

た

め

に

使

用
す

る

者

に

対

し
て

報

酬
を

支

給
す

る
と

き

は

、「

使

用
す

る

期

間

」
の

欄

に

、
同

法

第

八

十

六

条

の

四

第

一

項

、

第

二

項

、

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

の

あ

つ

た

日

か

ら

当

該

選

挙

の

期

日

の

前

日

ま
で

の

間

の

い

ず

れ

か

の

日

（

そ

の

日

に

使

用
す

る

者

が

当

該

専

ら

手

話

通

訳

の

た

め

に

使

用
す

る

者
を

含

め

五

十

人
を

超

え

な

い

日

に

限

る

。
）
を

記

載

し

、
「

備

考

」

の

欄

に

「

公

職

選

挙

法

施

行

令

第

百

二

十

九

条

第

七

項

に

規

定
す

る

場

合

で

あ

る

」
と

記

載
す

る

も

の
と

す

る

。

三

既

に

届

け

出

た

者

に

つ
き

、

そ

の

者

に

係

る

使

用
す

る

期

間

間

中

、

そ

の

者

に

代

え

て

異

な

る

者
を

届

け

出

る

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

旨

を

「

備

考

」

欄

に

記

載

す

る

も

の
と

す

る

。

氏

名

あ
て


